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令和４年春の農作業安全運動について

県では、春の農繁期を迎えるに当たり、農業機械等による事故を防止するため、令和４

年度青森県農作業安全運動推進計画に基づき、標記運動を実施します。

つきましては、農業者への周知について御協力をお願いします。

記

１ 運動の目的

農作業が本格化する春季には、例年、農作業事故が多く発生していることから、農業

者に対して事故を未然に防止するため、注意喚起するとともに農作業安全意識の高揚を

図る。

２ 農業者等への推進事項

（１）春の農作業安全運動展開の周知

①トラクター、スピードスプレヤー及び乗用型草刈機の運転時の注意事項

（２）農作業安全のポイントの周知

①自分は「大丈夫」と過信しない。慣れた作業でも油断しない。

②十分な休憩を取る。携帯電話を持ち、家族に作業場所と帰宅時間を伝える。

など。（詳細はチラシのとおり）

３ 運動期間 令和４年４月１日（金）～令和４年５月３１日（火）

４ 運動の推進体制

（１）ラジオ、生産指導情報、チラシ、ポスター、ホームページ等による啓発

（２）国の「農作業安全確認運動」との連携強化

（３）農作業事故調査の実施及び調査結果を踏まえた注意喚起

（４）報道機関等への県内事故状況等の情報提供
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